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３
３

５
６

６

　　　　　　　　　　　　　　　本号で公布された条例のあらまし

◇あいち森と緑づくり税条例の一部を改正する条例（条例第33号）
１　県民税の均等割の税率の特例措置の適用期間を５年間延長することとした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
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◇愛知県障害者差別解消推進条例及び手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利
用の促進に関する条例の一部を改正する条例（条例第34号）

１　合理的配慮等の定義に関する規定の整備を行うこととした。
２　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正により、事業者による合理的配慮の提供が

義務化されることを受け、事業者から合理的配慮がなされなかった障害者及びその家族等は、知事に対し、
助言、あっせん又は指導を行うよう求めることができることとした。

３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２及び３の一部については、令和６年４月１

日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇旅館業法施行条例の一部を改正する条例（条例第35号）
１　旅館業法の一部改正に伴い、旅館業の事業譲渡についての知事の承認に関する規定の整備を行うことと

した。
２　その他必要な規定の整理を行うこととした。
３　この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部

を改正する法律の施行の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例（条例第36号）
１　公衆浴場法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部

を改正する法律の施行の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第37号）
１　犬及び猫を10頭以上飼養し、又は保管する者は、その事実が発生した日から30日以内に知事に届け出な

ければならないこととした。
２　知事は、１の届出をした者が犬及び猫の適正な飼養又は保管に関する理解を深めるための講習を実施す

ることとした。
３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、令和６年４月１日から施行することとした。
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条 例

　 あ い ち 森 と 緑 づ く り 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 十 月 二 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 三 号

　　　 あ い ち 森 と 緑 づ く り 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 あ い ち 森 と 緑 づ く り 税 条 例 （ 平 成 二 十 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 「 令 和 五 年 度 」 を 「 令 和 十 年 度 」 に 改 め る 。

　 第 三 条 第 一 項 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 障 害 者 差 別 解 消 推 進 条 例 及 び 手 話 言 語 の 普 及 及 び 障 害 の 特 性 に 応 じ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 手 段 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 十 月 二 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 四 号

愛 知 県 障 害 者 差 別 解 消 推 進 条 例 及 び 手 話 言 語 の 普 及 及 び 障 害 の 特 性 に 応 じ た コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 手 段 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 愛 知 県 障 害 者 差 別 解 消 推 進 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 愛 知 県 障 害 者 差 別 解 消 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　 前 文 中 「 障 害 を 理 由 と す る 不 当 な 差 別 的 取 扱 い 」 を 「 不 当 な 差 別 的 取 扱 い 」 に 改 め る 。

　　 第 一 条 中 「 （ 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

　　 第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 （ 定 義 ）

第 二 条　 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。

一　 障 害 者　 身 体 障 害 、 知 的 障 害 、 精 神 障 害 （ 発 達 障 害 及 び 高 次 脳 機 能 障 害 を 含 む 。 ） 、 難 病

に 起 因 す る 障 害 そ の 他 の 心 身 の 機 能 の 障 害 （ 以 下 「 障 害 」 と 総 称 す る 。 ） が あ る 者 で あ っ て 、

障 害 及 び 社 会 的 障 壁 （ 障 害 が あ る 者 に と っ て 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 営 む 上 で 障 壁 と な る
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よ う な 社 会 に お け る 事 物 、 制 度 、 慣 行 、 観 念 そ の 他 一 切 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り

継 続 的 に 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る 状 態 に あ る も の を い う 。

二　 障 害 を 理 由 と す る 差 別　 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を す る こ と に よ り 障 害 者 の 権 利 利 益 を 侵 害

す る こ と 又 は 合 理 的 配 慮 を し な い こ と を い う 。

三　 不 当 な 差 別 的 取 扱 い　 障 害 者 に 対 し て 、 正 当 な 理 由 な く 、 次 に 掲 げ る 取 扱 い を す る こ と

を い う 。

イ　 障 害 又 は 障 害 に 関 連 す る 事 由 を 理 由 と し て す る 取 扱 い の う ち 、 財 ・ サ ー ビ ス 又 は 各 種

機 会 の 提 供 の 拒 否 、 こ れ ら の 提 供 に 当 た っ て の 場 所 、 時 間 帯 等 の 制 限 、 障 害 者 で な い 者

に 対 し て は 付 さ な い 条 件 の 付 加 そ の 他 の 障 害 者 で な い 者 と 異 な る 取 扱 い （ 障 害 者 の 事 実

上 の 平 等 を 促 進 し 、 又 は 達 成 す る た め に 必 要 な 特 別 の 措 置 を 除 く 。 ）

ロ　 障 害 者 で な い 者 と 同 一 の 取 扱 い で あ る が 、 結 果 と し て 、 障 害 者 で な い 者 に 比 し て 不 利

と な る 取 扱 い

四　 合 理 的 配 慮　 現 に 社 会 的 障 壁 の 除 去 を 必 要 と し て い る 旨 の 障 害 者 か ら の 意 思 の 表 明 （ 障

害 の 特 性 等 に よ り 障 害 者 本 人 が 意 思 の 表 明 を す る こ と が 困 難 な 場 合 に お い て 、 そ の 家 族 、

介 助 を 行 う 者 そ の 他 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 支 援 す る 者 が 補 佐 し て 行 わ れ る も の を 含 む 。 ）

が あ っ た 場 合 に お い て 、 障 害 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と と な ら な い よ う 、 当 該 障 害 者 の

性 別 、 年 齢 及 び 障 害 の 状 態 に 応 じ て 行 う 必 要 か つ 適 当 な 現 状 の 変 更 又 は 調 整 で あ っ て 、 そ

の 実 施 に 伴 う 負 担 が 過 重 で な い も の を い う 。

五　 事 業 者　 商 業 そ の 他 の 事 業 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 （ そ の 目 的 が 営 利 で あ る か 非 営 利 で

あ る か を 問 わ な い 。 ） 又 は 個 人 を い う 。 た だ し 、 国 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に

関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 五 号 に 規 定 す る

独 立 行 政 法 人 等 、 地 方 公 共 団 体 （ 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 九 十 二 号 ） 第

三 章 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 地 方 公 共 団 体 の 経 営 す る 企 業 を 除 く 。 ） 及 び 同 条 第 六 号 に 規 定 す

る 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除 く 。

第 四 条 第 二 項 中 「 県 は 、 」 の 下 に 「 国 及 び 」 を 加 え る 。

第 七 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 必 要 か つ 合 理 的 な 配 慮 」 を

「 合 理 的 配 慮 」 に 改 め る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 障 害 を 理 由 と し て 障 害 者 で な い 者 と 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改

め る 。

２　 県 は 、 そ の 事 務 又 は 事 業 を 行 う に 当 た り 、 合 理 的 配 慮 を し な け れ ば な ら な い 。 

第 九 条 第 一 項 中 「 障 害 を 理 由 と し て 障 害 者 で な い 者 と 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 障 害 者 か ら

現 に 社 会 的 障 壁 の 除 去 を 必 要 と し て い る 旨 の 意 思 の 表 明 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の 実 施 に 伴

う 負 担 が 過 重 で な い と き は 、 障 害 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と と な ら な い よ う 、 当 該 障 害 者 の

性 別 、 年 齢 及 び 障 害 の 状 態 に 応 じ て 、 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て 必 要 か つ 合 理 的 な 配 慮 」
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を 「 合 理 的 配 慮 」 に 、 「 す る よ う に 努 め な け れ ば 」 を 「 し な け れ ば 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 を 設 置 す る 等 」 を 「 の 設 置 、 人 材 の 育 成 及 び 確 保 の た め の 措 置 そ の 他 の 」

に 改 め る 。

　　 第 十 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　　 （ 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 ）

第 十 二 条 の 二　 県 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 取 組 に 資 す る た め 、 障 害 を 理 由

と す る 差 別 及 び そ の 解 消 の た め の 取 組 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 を 行 う も の と す る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 受 け た 」 を 「 受 け 、 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し て 合 理 的 配 慮 が な さ

れ な か っ た 」 に 、 「 事 案 」 を 「 事 案 又 は 当 該 合 理 的 配 慮 が な さ れ な か っ た こ と に 該 当 す る 事 案 」

に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 し た 」 を 「 し 、 又 は 同 項 の 求 め に 係 る 合 理 的 配 慮 を し な か っ た 」 に 改

め 、 同 条 第 六 項 中 「 障 害 者 及 び そ の 家 族 そ の 他 の 関 係 者 が 」 を 削 り 、 「 受 け た と 認 め る 場 合 」 を

「 受 け 、 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し て 合 理 的 配 慮 が な さ れ な か っ た と 認 め る 障 害 者 及 び そ

の 家 族 そ の 他 の 関 係 者 」 に 改 め る 。

（ 手 話 言 語 の 普 及 及 び 障 害 の 特 性 に 応 じ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 条 例

の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 手 話 言 語 の 普 及 及 び 障 害 の 特 性 に 応 じ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 の 利 用 の 促 進 に 関 す る

条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

前 文 中 「 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 必 要 か つ 合 理 的 な 配 慮 」 を 「 合 理 的 配 慮 」 に 改

め る 。
第 二 条 第 三 号 中 「 を 含 む 。 ） 」 を 「 及 び 高 次 脳 機 能 障 害 を 含 む 。 ） 、 難 病 に 起 因 す る 障 害 」 に 改

め 、 「 障 害 者 基 本 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 八 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 」 を 削 り 、 「 社 会

的 障 壁 」 の 下 に 「 （ 障 害 が あ る 者 に と っ て 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 営 む 上 で 障 壁 と な る よ う な 社

会 に お け る 事 物 、 制 度 、 慣 行 、 観 念 そ の 他 一 切 の も の を い う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 障 害 者 基 本 法 」 の 下 に 「 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 八 十 四 号 ） 」 を 加 え る 。

附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 愛 知 県 障 害 者 差 別 解 消 推 進 条 例 第 九

条 第 二 項 の 改 正 規 定 （ 「 す る よ う に 努 め な け れ ば 」 を 「 し な け れ ば 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 並

び に 第 十 三 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 改 正 規 定 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る 第 一 条 の 規 定 に よ る 改

正 後 の 愛 知 県 障 害 者 差 別 解 消 推 進 条 例 第 十 三 条 第 六 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 一

項 中 」 と あ る の は 「 第 一 項 中 「 事 案 」 と あ る の は 「 事 案 又 は 当 該 合 理 的 配 慮 が な さ れ な か っ た

こ と に 該 当 す る 事 案 」 と 、 」 と 、 「 と あ る の は 、 」 と あ る の は 「 と あ る の は 」 と す る 。

　 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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　　 令 和 五 年 十 月 二 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 五 号

　　　 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 第 一 項 及 び 第 二 条 中 「 及 び 第 三 条 の 三 第 三 項 」 を 「 、 第 三 条 の 三 第 二 項 及 び 第 三 条 の 四

第 三 項 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 中 「 第 五 条 第 三 号 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 の 各 号 に 定 め る と お り 」 を 「 に 掲 げ

る 事 由 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 で い 酔 し 」 を 「 泥 酔 し 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 公 衆 浴 場 の 設 置 場 所 の 配 置 及 び 衛 生 措 置 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に

公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 十 月 二 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 六 号

　　　 公 衆 浴 場 の 設 置 場 所 の 配 置 及 び 衛 生 措 置 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 衆 浴 場 の 設 置 場 所 の 配 置 及 び 衛 生 措 置 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 七

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 二 号 を 削 り 、 同 条 第 三 号 中 「 前 二 号 」 を 「 前 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 二 号 と す る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業

法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 浴 場 業 の 譲 渡 が あ っ た 場 合 に お け る 公 衆 浴 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 百 三 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 公 衆 浴 場 の 設 置 の 場 所 の 配 置 の 基 準 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

　 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 十 月 二 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 七 号

　　　 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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　 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
目 次 中 「 第 二 章　 飼 い 主 の 遵 守 事 項 （ 第 五 条 ） 」 を

「 第 二 章 　 飼 い 主 の 遵 守 事 項 等

　 　 第 一 節 　 飼 い 主 の 遵 守 事 項 （ 第 五 条 ）

　 　 第 二 節 　 多 頭 飼 養 の 届 出 等 （ 第 五 条 の 二 ― 第 五 条 の 四 ）

　 　 第 三 節 　 雑 則 （ 第 五 条 の 五 ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」
に 改 め る 。

　 第 二 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 第 二 章　 飼 い 主 の 遵 守 事 項 等

　 第 二 章 中 第 五 条 の 前 に 次 の 節 名 を 付 す る 。

　　　　 第 一 節　 飼 い 主 の 遵 守 事 項

　 第 五 条 第 一 項 第 一 号 中 「 え さ 及 び 水 を 与 え る 」 を 「 給 餌 及 び 給 水 を 行 う 」 に 改 め る 。

　 第 二 章 に 次 の 二 節 を 加 え る 。

　　 第 二 節　 多 頭 飼 養 の 届 出 等

（ 多 頭 飼 養 の 届 出 ）

第 五 条 の 二　 犬 （ 生 後 九 十 日 以 内 の も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は

猫 （ 生 後 九 十 日 以 内 の も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 同 項 に お い て 同 じ 。 ） の 飼 い 主 は 、 そ の 飼 養

し 、 又 は 保 管 す る 犬 及 び 猫 の 数 が 一 の 飼 養 場 所 （ 同 一 敷 地 内 に 存 す る 飼 養 場 所 が 二 以 上 で あ る

と き は 、 こ れ ら の 飼 養 場 所 を 一 の 飼 養 場 所 と み な す 。 ） に お い て 十 以 上 と な っ た と き は 、 そ の 日

か ら 三 十 日 以 内 に 、 当 該 一 の 飼 養 場 所 ご と に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

一　 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二　 飼 養 場 所 の 所 在 地

三　 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 犬 及 び 猫 の 数 及 び 性 別 並 び に そ の う ち 不 妊 又 は 去 勢 の 措 置 が 実 施 さ

れ た も の の 数

四　 飼 養 場 所 の 規 模 （ 飼 養 施 設 が あ る と き は 、 そ の 構 造 を 含 む 。 ）

五　 周 辺 の 生 活 環 境 を 保 全 す る 方 法

２　 前 項 に お い て 「 飼 養 場 所 」 と は 、 次 に 掲 げ る 場 所 を い う 。

一　 飼 養 施 設 （ 当 該 飼 養 施 設 （ 建 物 内 に 存 す る と き は 、 当 該 建 物 ） の 敷 地 を 含 む 。 ）

二　 お り 、 柵 、 塀 等 の 囲 い を 設 け た 場 所 （ 前 号 に 規 定 す る 敷 地 を 除 く 。 ）

３　 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し た 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。
一　 犬 及 び 猫 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 場 所

二　 前 号 に 掲 げ る 場 所 に お い て そ れ ぞ れ 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 犬 及 び 猫 の 数 （ 不 妊 又 は 去 勢 の
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措 置 が 実 施 さ れ て い な い も の が あ る と き は 、 そ の 数 を 含 む 。 ）

４　 第 一 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

一　 法 第 十 二 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 第 一 種 動 物 取 扱 業 者 又 は 法 第 二 十 四 条 の 三 第 一 項 に 規

定 す る 第 二 種 動 物 取 扱 業 者 が そ の 業 と し て 犬 又 は 猫 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 場 合

二　 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 、 同 法 第 百 二 十 四 条 に

規 定 す る 専 修 学 校 又 は 同 法 第 百 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 に お い て 、 教 育 の た め に

犬 又 は 猫 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 場 合

三　 獣 医 療 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 四 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設 に お い て 、 獣 医 師

が 診 療 の た め に 犬 又 は 猫 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 場 合

四　 試 験 研 究 用 又 は 生 物 学 的 製 剤 の 製 造 の 用 に 供 す る た め に 犬 又 は 猫 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る

場 合

五　 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 環 境 省 令 第 一 号 ） 第 十 条 の 五 第 三

項 各 号 に 掲 げ る 場 合

（ 変 更 等 の 届 出 ）

第 五 条 の 三　 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 が あ っ た

と き は 、 そ の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。

２　 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 当 該 届 出 に 係 る 飼 養 場 所 に お い て 飼 養 し 、 又 は 保

管 す る 犬 及 び 猫 の 数 が 十 未 満 と な っ た と き は 、 そ の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

（ 講 習 の 実 施 等 ）

第 五 条 の 四　 知 事 は 、 第 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 が 犬 及 び 猫 の 適 正 な 飼 養 又 は

保 管 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 講 習 の 実 施 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

　　　 第 三 節　 雑 則

（ 適 用 除 外 ）

第 五 条 の 五　 こ の 章 の 規 定 は 、 名 古 屋 市 、 豊 橋 市 、 岡 崎 市 、 一 宮 市 及 び 豊 田 市 の 区 域 に つ い て は 、

適 用 し な い 。

　　 附　 則　

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に そ の 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 犬 （ 生 後 九 十 日 以 内 の も の を 除 く 。 ） 及 び

猫 （ 生 後 九 十 日 以 内 の も の を 除 く 。 ） の 数 が 改 正 後 の 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 第 五 条 の

二 第 一 項 の 一 の 飼 養 場 所 に お い て 十 以 上 で あ る 同 項 の 飼 い 主 に 対 す る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 同 項 中 「 そ の 日 か ら 三 十 日 以 内 」 と あ る の は 、 「 令 和 六 年 四 月 三 十 日 ま で 」 と す る 。


